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〈確定申告書Ｂ 記入例〉

に、居住者が金融商品取引所で取引されるカバード

ワラントを譲渡した場合における譲渡所得等並びに

カバードワラントに表示される権利の行使および放

棄をした場合における雑所得等が加えられた。

　　上記の改正は、2010年１月１日以後に行われる上

場カバードワラントの差益等決済について適用され

ます。（2009年度の改正事項）

Ⅳ．2010年度の改正事項のうち、2011年分の
　　所得税から適用される主なもの

１．扶養控除の見直し
２．給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合
の課税の特例など

Ⅰ．事業所得等関係

１．減価償却
　　中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要

経費算入の特例

　　少額減価償却資産（取得価額30万円未満）の取得

価額相当額（一定の制限有り）をその業務の用に供

した年分の必要経費に算入することが出来る特例

は、適用期限が2012年12月31日まで２年延長され

た。

２．棚卸資産の評価
　　棚卸資産の評価について、所要の経過措置が講じ

られた上、選定できる評価の方法から後入先出法及

び単純平均法が除外された。（2009年度の改正事項）

Ⅱ．譲渡所得

１．特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期
譲渡所得の課税の特例

　　その年１月１日において所有期限が10年を超える

など一定の要件を満たす居住用財産の買換え及び交

換を行った場合について、譲渡資産の譲渡に係る対

価の額が２億円以下であることの要件が追加され、

適用期限が2011年12月31日まで２年延長された。

　　なお、この改正は2010年１月１日以後に行う譲渡

資産の譲渡について適用される。

２．居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通
算および繰越控除並びに特定居住用財産の譲渡損失
の損益通算及び繰越控除制度
　　その年１月１日において所有期間が５年を越える

など一定の要件を満たす居住用財産および特定居住

用財産の譲渡損失の金額について、一定の要件の下

損益通算が認められ、通算後譲渡損失の金額を有す

る場合には、一定の方法により繰越控除が認められ

る制度で本特例の適用期限が2011年12月31日まで２

年延長された。

Ⅲ．その他の改正事項

１．寄付金控除の改正
　　現行の寄付金控除は、特定寄付金の額と総所得金

額の40％のいずれか低い方の金額から適用下限額

5,000円を控除した額が寄付金控除の対象となる

が、この適用下限額5,000円が2,000円に引き下げら

れた。

２．政党等寄附金特別控除の改正
　　2014年12月31日までに支出した寄附金に係る政党

等寄附金特別控除について、税額控除の計算対象と

なる政党等に対する寄附金の適用下限額5,000円が

2,000円に引き下げられた。

３．先物取引に係る雑所得の課税の特例等の改正
　　先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の対象
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確定申告　個別相談会のご案内
期　間　２月26日（土）～３月12日（土）

時間帯　ご相談者ごとに２時間　事前予約制です
　　　　①10時～ ②13時～ ③15時～

※ 医業以外の所得（不動産、譲渡等）がある場合
は、必ずお申し出ください。
会　場　保険医会館３階会議室　
担　当　協会顧問税理士団
会　費　基本２万円

ご予約はお電話で協会（06‒6568‒7731）まで

※ 医業以外の所得や複数人数分のご相談には別途
費用が生じます。

※ 持参していただく資料については電話予約時に
お伝えします。

年分の所得税の確定申告書Ｂ


